
 

 

 

 

 

 

 

和泉市では、災害時には全ての避難所へペットを連れて避難（同行避難）することができます。 

避難所ではペットは人とは別の離れた場所で、飼い主が用意したケージやリードで他の動物と

一緒の環境で過ごすことになります。 

このような環境の中で、他の避難者に迷惑をかけないため、また、ペットのストレスを軽減す

るために平常時から十分な備えや必要な対策をしておきましょう。 

 

突然の災害でペットと離れ離れになるかもしれません。 

ペットが離れてしまってもすぐに飼い主の元にもどれるように首輪に迷子札を付けておきま

しょう。 

犬には鑑札と狂犬病予防注射済票をつけておいてください。首輪が外れても確実な身元証明に 

なるマイクロチップ※1を入れて二重の対策を取りましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ペットと同行避難した避難所でのトラブルを避けるため、日ごろからしつけを行っておきまし

ょう。緊急時に安全に避難するためにも、基本的なしつけは必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

避難所でのペットの世話は飼い主が行わなければなりません。ペットに必要な生活用品は事前 

に準備し、災害時にはすぐに持ち出せるようにしておきましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

飼い主自身の安全を確保し、避難してください。普段おとなしくても、災害発生時には恐怖な

どで暴れたりすることがあります。ペットの様子に注意しながら避難所へペットと同行避難しま

しょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

避難所では、ペットは指定された飼養場所で他のペットと一緒に過ごすことになります。飼い 

主と一緒の場所では避難生活できません。  

ペットの世話は全て飼い主に行っていただきます。ペットフード、水、ケージなどは避難所に 

は備蓄されていません。飼い主が自分で最低 5 日分のフードや水、ケージを準備してください。 

 

和泉市 健康づくり推進室 予防推進担当 

電話 58－6038 

  

ペットのための災害対策  

平常時の対策 

 

犬鑑札、狂犬病予防注射済票 

迷子札 

専用の注射器で皮膚の下に埋め込むため、確実な身元証明になります。

マイクロチップ番号を専用のリーダーで読み取り身元を特定します。令

和４年６月以降にペットショップやブリーダーから購入した犬猫には、

マイクロチップが装着されています。これからマイクロチップを装着す

る場合は、国指定登録機関（公益社団法人日本獣医師会）へのデータ登

録が必要です。費用（施術費）など、詳しくは、お近くの動物病院にご

相談ください。 

犬の場合 猫の場合 

・不必要に吠えない 
・ケージに入ることを嫌がらない 
・待て、伏せなどの基本的なしつけ 
・決められた場所で排泄 
・他人に攻撃的にならない 
・狂犬病予防注射と各種ワクチンの接種 
・犬フィラリア症など寄生虫の予防と駆除 

・キャリーバッグやケージに入ることを嫌
がらない 

・飼い主以外の人を怖がらない 
・猫用トイレで排泄 
・各種ワクチンの接種、寄生虫の予防 
と駆除 

○フードと水（５日分以上）               ○薬や療養食（治療中の場合） 

○キャリーバッグ又はケージ、首輪、リードなど      ○洗濯ネット（猫の場合） 

○ペットの飼い主情報を記録したものや写真        ○ペットシーツ、トイレ用品など 

 

犬の場合 猫の場合 

・リードを付けて避難  
・小型犬はキャリーバッグに入れる 

・屋外に逃げ出さないように注意  
・キャリーバッグや洗濯ネットに入れて逃げ

出さないように注意 

マ 

※1 マイクロチップとは 



 

 

指定避難所 災害によって短期間の避難生活を余儀なくされた場合に、一定期間の避難生活を行う施設。 

施設名 住所 電話番号  施設名 住所 電話番号 

和泉中学校 伯太町一丁目２番１号 41-0094  光明台北小学校 光明台一丁目 35 番１号 56-6700 

国府小学校 府中町二丁目５番 22 号 41-0095  光明台南小学校 光明台三丁目８番１号 56-3200 

伯太小学校 伯太町二丁目 24 番 22 号 41-0096  石尾中学校 万町 930 番地 55-0157 

黒鳥小学校 黒鳥町一丁目６番５号 43-0838  北松尾小学校 唐国町三丁目３番 19 号 54-0066 

郷荘中学校 寺門町一丁目 14 番 35 号 44-2256  緑ヶ丘小学校 緑ヶ丘三丁目４番１号 54-2366 

芦部小学校 芦部町 224 番地の３ 41-0097  南松尾老人集会所 

(旧南松尾小学校) 
久井町 430 番地 53-3088 

和気小学校 和気町四丁目９番１号 44-2253  

富秋中学校 富秋町二丁目２番 89 号 45-3000  槇尾中学校 仏並町 198 番地 92-0004 

池上小学校 池上町三丁目 14 番 45 号 45-3840  横山小学校 北田中町 183 番地 92-0061 

幸小学校 幸二丁目３番１号 44-2330  信太中学 鶴山台一丁目１番１号 41-2250 

北池田中学校 いぶき野三丁目４番１号 57-0081  信太小学校 尾井町二丁目８番 17 号 43-1007 

北池田小学校 池田下町 1670 番地 55-0169  鶴山台北小学校 鶴山台一丁目９番１号 44-1503 

いぶき野小学校 いぶき野三丁目３番１号 57-0035  鶴山台南小学校 鶴山台四丁目１番１号 43-1717 

南池田中学校 鍛治屋町 226 番地 56-5211  青葉はつが野小学校 はつが野一丁目 50 番１号 53-3990 

南池田小学校 納花町 181 番地 55-0076  南部ﾘｰｼﾞｮﾝｾﾝﾀｰ 仏並町 398 番地の 1 92-3800 

光明台中学校 光明台一丁目 28 番１号 56-3220  南松尾はつが野学園 はつが野六丁目 45 番 1 号 51-7162 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

協定避難所 

災害によって避難所等を開設する必要性が生じ

た際、協定に基づき避難所として利用する施設。 

 

 

 

施設名 住所 電話番号 

泉大津市立条東小学校 泉大津市千原町二丁目 12 番１号 21-2012 

泉大津市立条南小学校 泉大津市宮町 9 番 1 号 21-2022 

高石市立高南中学校 高石市綾園町五丁目４番52号 072-263-7606 

   

一時避難地 

災害時の危険を回避するために一時的に避難

し、身を守る場所。 

（公園の場合：一時避難地（公園）） 

 

 施設名 住所 電話番号 

府立信太高等学校 
※津波避難ビルを兼ねる 

葛の葉町三丁目 6 番 8 号 23-3631 

府立伯太高等学校 伯太町二丁目 4 番 11 号 45-9321 

府立和泉総合高等学校 富秋町一丁目 14 番 4 号 41-1250 

   

福祉避難地 

一般の避難所では避難生活が困難な災害時要配

慮者のための避難所のことです。福祉避難所は、

一般の避難所への避難後に、そのまま一般の避

難所での生活を続けることが困難な方を対象と

するため、二次的避難所とも呼ばれています。 

 

対象となる方 

災害時要配慮者のうち、一般の避難所において

介助の有無や障がいの種類・程度に応じて対象

者を決定します。ただし、災害時要配慮者以外

であっても、状況により福祉避難所への避難が

可能となる場合があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設名 住所 電話番号 

北部総合福祉会館 幸二丁目 5 番 16 号 45-5781 

総合福祉会館 府中町四丁目 20 番 4 号 43-7510 

 

 

災害発生 

 

 

 

一般に避難所 

（一時避難地） 

 

 

 

 

 

より重度な方 

 

 

特別な配慮が

必要な方 

 

 

 

 

 

医療機関 

 

 

 

福祉避難所（二次的避難所） 

津波避難ビル（緊急避難場所） 

 

大規模地震に伴う津波が発生、または発生する恐れがある場合に、緊急的

に一時避難する施設。 

 

！

  

福祉避難所開設のイメージ 
一旦は、一般の避難所へ避難！ 


